
                                         広 情 審 第  ４  号 

                                           平成２２年３月１２日 

 

 広島市長 秋 葉 忠 利 様  

 

 

                     広島市情報公開審査会 

                     会長 佐 伯 祐 二 

 

 

   存否応答拒否決定に係る異議申立てに対する決定について（答申） 

 

 平成２１年８月３１日付け広○○第１４１６号で諮問のあったこのことについては、

別添のとおり答申します。 

 （諮問第４３号関係） 
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別添（諮問第４３号関係）                  

 

答   申   書 

 

  平成２１年８月３１日付け広○○第１４１６号で諮問のあった事案（諮問第４３号で受

理）について、次のとおり答申します。 

 

１  審査会の結論 

 

  「○○被告の事件について、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○の経過が 

 わかるもの（○○○○○○○○）」という公文書開示請求（以下「本件開示請求」という。） 

に対し、広島市長（以下「実施機関」という。）がその存否を明らかにしないで開示請求 

を拒否した決定は、妥当です。 

 

２  異議申立ての趣旨 

 

平成２１年８月２０日付け異議申立ての趣旨は、異議申立人（以下「申立人」という。） 

が同年７月３０日付けで行った本件開示請求に対し、実施機関が同年８月１２日付け広

○○第１２９４号で行った存否応答拒否決定（以下「本件拒否決定」という。）の取消し

を求めるというものです。 

 

３  申立人の主張の要旨 

 

  異議申立書及び口頭意見陳述での主張を要約すると、おおむね次のとおりです。 

⑴  本件開示請求の経緯等 

異議申立ての前提となる事実は、○○○事務を担当していた職員（刑事裁判の被告

人）が、○○○に対して○○○○○○○○○○○○○○○○○を行った事件に関する

ものである。申立人が被告人の刑事裁判を傍聴した際、裁判長が被告人に対し、○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○という質問・確認

をしたところ、被告人からこの事実を認める旨の発言があった。本件事件は、被告人

が職員としての地位を利用して行ったものであり、事実とすれば、○○○○○○○○

○○○○○○○○で、この場合、○○○○○○○○○○○○○○○○こととなるため、

○○○○○としても事柄の真偽を知る権利があると考え、本件開示請求を行ったとこ

ろ、これに対する決定として、実施機関により、本件拒否決定がなされた。 

⑵  本件拒否決定については、次の理由により取り消されるべきである。 
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ア ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ことについては、裁判所において

公開法廷の場で、裁判長が被告人本人に確認し、被告人もこの事実を認めている。 

イ ○○○○○○○○○○○○○○○○であり、市民は当事者であり、○○○○○○

である。 

ウ 本件事件に関する起訴は、被告人の就業中の行為であるから、地方公務員として

の行為であり、また、広島市は被告人への懲戒処分を行っておらず、給与も支払わ

れているから、職務遂行中の行為である。 

エ 本件開示請求の内容は、上記ア、イ及びウの理由により、条例第７条第１号ア、

ウ及びエに該当するもので、開示すべき情報であるにもかかわらず、実施機関によ

り違法な本件拒否決定がなされた。 

  

４  実施機関の主張の要旨 

 

    実施機関の説明書及び口頭意見陳述での主張を要約すると、おおむね次のとおりです。 

 

本件開示請求は、○○○○○○○○○○○○○○○○○の事実の有無に関する情報の

開示を求めるものであり、当該事実の有無についての情報は、条例第７条第１号に規定

する個人に関する情報であって、特定個人の識別性を有するものであることから、同号

の不開示情報に該当すると判断した。 

よって、開示請求に係る公文書の存否を答えるだけで、条例第７条第１号に規定する

不開示情報が開示されるのと同様の結果が生じるため、条例第１０条の規定に基づき、

本件拒否決定を行った。 

   

５  審査会の判断理由 

  当審査会としては、広島市情報公開条例（平成１３年広島市条例第６号。以下「条例」

という。）の規定に即して検討した結果、以下のとおり判断します。 

⑴  本件存否情報の条例第７条第１号本文該当性について 

ア 本件開示請求は、「○○被告の事件について、○○○○○○○○○○○○○○○○

の経過がわかるもの（○○○○○○○○）」という内容です。本件開示請求の内容か

らは、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○について、実施機関の

職員が取得し、又は作成する関係文書等が、本件対象文書となります。そうすると、

本件対象文書の存在又は不存在を前提とし、本件開示請求に対して何らかの応答を

することは、○○○○○○○○○○○○○○○○という事実の有無（以下「本件存

否情報」という。）を明らかにする結果となります。 

イ ところで、本件事件の刑事裁判を傍聴している実施機関の職員の説明によれば、

○○○○は匿名化して取り扱われており、また、氏名等が新聞等により報道された
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事実は認められません。このように、本件存否情報は、直ちに特定の個人を識別す

ることができるものではありません。しかし、条例第７条第１号本文には、「個人

に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、当該

情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができる

こととなるものを含む。）」は、不開示情報に該当すると規定され、「広島市情報公

開条例の解釈及び運用基準」（以下「解釈・運用基準」という。）によれば、「他の

情報」について、「地域住民であれば保有している又は入手可能な情報も含まれる」

とされています。本件事件自体は、新聞等で大きく報道されており、○○○○の居

住地の地域住民は、○○○○が誰であったかを知っている可能性があるため、本件

存否情報が公になった場合、地域住民にとっては、特定の個人が○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○の事実を知り得ることになります。また、条例第７条

第１号本文には、「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、

なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの」も不開示情報に該当すると規定さ

れ、解釈・運用基準によれば、これらの情報は、「個人の人格と密接に関連したり、

公にすれば、財産権その他の個人の正当な利益を害するおそれがあると認められる

ものであることから、特定の個人を識別できない情報であっても、不開示情報とし

たものである」とされています。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に

おいては、○○○○○○○○○○○○○○○と思われ、○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○ということは、個人の人格と密接に関連することで、プライバ

シー性の高い情報であり、通常、当事者はその事実を公にされたくないと考えてい

ると思われます。したがって、本件存否情報は、少なくとも、「特定の個人を識別

することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれ

があるもの」に当たり、条例第７条第１号本文に該当するものと認められます。 

⑵  本件存否情報の条例第７条第１号ただし書き該当性について 

申立人は、本件存否情報が、条例第７条第１号ア、ウ及びエに該当し、開示すべき

情報である旨主張していますので、以下、同号ただし書き該当性について検討します。 

ア 条例第７条第１号ア該当性について 

(ｱ) 申立人は、「○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○こと」については、

裁判所において公開法廷の場で、裁判長が被告人本人に確認し、被告人もこの事

実を認めているとして、当該情報は、条例第７条第１号アに規定する「法令(条例

を含む。以下同じ。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている

情報」に該当する旨主張しています。 

(ｲ) 刑事訴訟法（昭和２３年法律第１３１号）第５３条第１項には、「何人も、被

告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は

裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない」と規定され



-  - 4 

ており、解釈・運用基準によれば、『「閲覧」は、法令により何人でもできること

を要する』、また、「利害関係人に限定されている閲覧､一定の期間に限って認めて

いる閲覧等は、これに該当しない」とされています。しかし、申立人の主張する

裁判長及び申立人の発言がなされているとして、これが訴訟記録に記録されるこ

とになるとしても、本件開示請求がなされた時点では、本件事件の刑事裁判は終

結しておらず、訴訟記録を閲覧できないため、上記の発言内容は、条例第７条第

１号アには該当しません。 

(ｳ) （略） 

(ｴ) 以上のことから、本件存否情報は、条例第７条第１号アには当たらないと認め

られます。なお、申立人が主張する裁判所における公開法廷の場で傍聴すること

ができた情報の取扱いについては、下記イで検討します。 

イ 条例第７条第１号イ該当性について 

(ｱ) 条例第７条第１号イには、同号ただし書きに該当する情報として、「公にする

ことについて、本人が同意していると認められる情報」が規定されています。公

開法廷の場で、発言された内容等は、これに該当するのか検討します。 

(ｲ) 確かに、公開法廷の場で発言された内容は、そこに居合わせた者であれば、誰

でも傍聴することができます。しかし、裁判の公開は、裁判の公正と司法権に対

する信頼を確保することなどの基本的な理念に基づき行われるものであり、その

手続及び目的の限度において、訴訟関係者の個人情報が開披され、結果として、

そこに居合わせた者が当該個人情報を傍聴できるにすぎません。本件においては、

上記アの(ｲ)のとおり、確定した刑事訴訟記録は存在しないため、本件開示請求が

なされた時点では、被告人らの公判手続における発言についての公表を○○○○

が同意していると認めることはできません。 

(ｳ)  （略） 

(ｴ) 以上のことから、本件存否情報を公にすることについて、○○○○の同意を認

めることはできず、条例第７条第１号イには当たらないと認められます。 

ウ 条例第７条第１号ウ該当性について 

(ｱ)  条例第７条第１号ウには、同号ただし書きに該当する情報として、「人の生命、 

健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情

報」が規定され、解釈・運用基準によれば、「個人情報についても、公にすること

により害されるおそれがある当該情報に係る個人の権利利益よりも、人の生命、

健康等の保護の必要性が上回るときには、当該個人情報を開示する必要性と正当

性が認められる」とされています。 

(ｲ)  申立人は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○と考えていることから、 

本件存否情報が条例第７条第１号ウに該当すると主張しているようです。しかし、

条例第７条第１号ウの規定で保護しようとしている利益は、具体的な「人の・・・
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財産」です。申立人が主張している利益は、○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○により担保されるものであり、本件存否情報

を公にすることにより保護される「人の・・・財産」が存在するような事情は認

められません。したがって、本件存否情報は、条例第７条第１号ウには当たらな

いと認められます。 

エ 条例第７条第１号エ該当性について 

 (ｱ) 申立人は、本件事件で起訴の原因となった行為は、被告人の就業中の行為であ

り、地方公務員としての行為であると主張しています。また、現時点で広島市は

被告人への懲戒処分を行っておらず、給与も支払われているから、被告人として

の発言は、職務遂行中の行為であり、当該情報は、条例第７条第１号エに規定す

る「当該個人が公務員等・・・・・である場合において、当該情報がその職務の

遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務

遂行の内容に係る部分」に該当するため、開示すべき情報であると主張していま

す。 

(ｲ)  しかし、本件存否情報は、私人である○○○○の情報です。したがって、「当該  

  個人が公務員等・・・・・である場合」に該当せず、条例第７条第１号エには当

たらないと認められます。 

⑶ 以上のことから、本件存否情報は、条例第７条第１号本文に該当します。しかも、

上記⑴のアで述べたように、本件対象文書の存在又は不存在を前提とし、本件開示

請求に対して何らかの応答をすることは、本件存否情報を明らかにし、不開示情報

を開示する結果となりますので、実施機関が、条例第１０条の規定に基づき、本件

拒否決定を行ったことは、妥当と判断するものです。 

 

  以上により、「１ 審査会の結論」のとおり判断するものです。 

 

６  審査会の処理経過 

 

    当審査会の処理経過は、別紙のとおりです。 
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別紙 

審査会の処理経過 

 

年  月  日 処  理  内  容 

 ２１． ８．３１  広○○第１４１６号の諮問を受理（諮問第４３号で受理） 

 

 ２１．１０．２０ 

 （第１回審査会） 

審議（諮問第４３号の事案の概要説明） 

 ２１．１１．１０ 

 （第２回審査会） 

審議（異議申立人及び実施機関の口頭意見陳述） 

 ２１．１２．２２ 

 （第３回審査会） 

審議 

２２． ２． ９ 

 （第４回審査会） 

 審議 
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